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（10)各給料表における級及び職制上の段階ごとの職員数（令和3年4月1日現在）

①行政職給料表に係る級別基準職務表関係

※理事７名のうち１名、参事１４名のうち１名並びに主査８２名のうち１名は再任用（フルタイム）職員

※表示単位未満四捨五入をしていますので、合計と一致しない場合があります。

課長級112

主任級

91 14.8 係長級

93

合計 555 100.0

14 2.5 次長級

20 3.6 部長級

1

4

1

1

市立病院事務局副院長（事務部門）

市立病院事務局事務局長

教育委員会事務局教育次長

参事

部長

統括監

理事

部次長 1

1

７級 部長の職務 34 6.1
1

1

1

1

14

7

消防本部消防事務次長

６級 室長の職務 112 20.2

6

15

1

議会事務局次長

幼稚園長

図書館長

消防署司令

8

監査委員事務局長 1

47

課長補佐級

（人）（％） 段階

128 23.1 室員級

19.3104

副参事

59

69

107

1消防署副署長

保育所長 4

消防署分署長 1

消防署出張所長 1

消防署副司令

20.2

3

17

4

1

2

16.6

（％）

12.4

19.3

合計

（人）

内訳

職名

82

92

10.6

基準となる職務

定型的な業務を行う職
務

高度な知識又は経験を必要と
する業務を行う職務

主任の職務

主査の職務

主幹の職務

（人）

59

69

107

82

92

職制上の段階の内訳職務
の級

１級

２級

３級

４級

５級

14.8

16.6

議会事務局長

消防本部消防長

消防本部消防次長

室長

センター長

担当室長

担当監
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　　　　③教育職（幼稚園教論）

歳 円 円

（注）１　①から③における「平均給料月額」とは、令和３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　①から③における「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務　　　　　 
　　　　手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。　

　　　　　また、①と②における「平均給与月額（国比較ベース）」は、国家公務員の平均給与月額に時間外勤務手当、特殊

　　　　勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

（2) 職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）

円

円

円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）

円 円 円 円

円 ※ 円 円 ※ 円

※ 円 ※ 円 ※ 円 ※ 円

（注）　※欄の数値は該当者なしまたは少数のため理論値です。

Ⅲ　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和３年４月１日現在）

級 人 ％

級 人 ％

級 人 ％

級 人 ％

級 人 ％

級 人 ％

級 人 ％

（注）１　名張市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
      ３　給料月額は、現在、実施中の独自削減は考慮せず、名張市の給与条例に基づく給料表の金額です。

  

3

410,200円

4

146,100円

195,500円

247,600円

21.0 393,000円

19.9

362,900円

51 350,000円231,500円

264,200円 381,000円37

147,588

60

12.9

主査

経験年数３０年

最高号級の
給料月額

一般行政職
高　校　卒

構成比

7.7

213,052

経験年数１０年 経験年数２０年

室員 304,200円

区　　分

一般行政職

319,200円

444,900円7

12.9

高　校　卒

高　校　卒

区　　　　分

技能労務職

355,397

370,741

217,037

経験年数２５年

309,582

１号級の
給料月額

349,622

名張市

大　学　卒 178,556

373,547

339,766

37

室長

7.7

313,469

大　学　卒

336,024 393,491

主幹

57

技能労務職

区　　　　　分

高　校　卒

名張市 44.8

主任

147,588

1 室員 22

職員数

22

6

374,694

289,700円

区　　分 平均年齢

381,941256,401

標準的な職務内容

平均給料月額

5

部長

平均給与月額

17.8

2

１級 7.7% １級 8.8% １級 9.2%

２級 12.9% ２級 11.6% ２級 9.2%

３級 17.8% ３級 15.1% ３級 17.7%

４級 12.9% ４級 17.3% ４級 18.4%

５級 21.0% ５級 18.7% ５級 16.7%

６級 19.9% ６級 19.7% ６級 18.0%

７級 7.7% ７級 8.8% ７級 10.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和3年の構成比 令和2年の構成比 平成28年の構成比

７級

６級

５級

４級

３級

２級

１級
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1回　1,000円

研修医指導手当

１　医療職給料表（１）の適用を受ける職員が臨床
　研修医（医師法（昭和23年法律第201号）第16条
　の2第1項の規定による臨床研修を受けている医師
　をいう。）の指導に従事したとき。指導医養成講
　習会終了者

画像診断業務手当

１　医療職給料表（１）の適用を受ける職員が専ら
　読影業務に従事したとき。
　学卒後５年以上６年未満の医師。

１　医療職給料表（１）の適用を受ける職員が専ら
　読影業務に従事したとき。
　学卒後４年以上５年未満の医師。

１　医療職給料表（１）の適用を受ける職員が専ら
　読影業務に従事したとき。
　学卒後３年以上４年未満の医師。

日額　14,000円

日額　10,000円

日額　7,000円

月額　100,000円

月額　70,000円

１　医療職給料表（１）の適用を受ける職員が正規
　の勤務時間外に、緊急の医療業務に従事するため
　に待機を命じられたとき。病院内での待機の場合

月額　480,000円

２　学卒後３年以上の医師

1回　2,000円

２　医療職給料表（２）及び（３）の適用を受ける
　職員が正規の勤務時間外に、緊急の医療業務に従
　事するために待機を命じられたとき。病院内での
　待機の場合

１　医療職給料表（１）の適用を受ける職員が専ら
　読影業務に従事したとき。学卒後６年以上の医師。
　コンピュータ断層撮影（ＣＴ撮影）

1回　700円

１　医療職給料表（１）の適用を受ける職員が専ら
　読影業務に従事したとき。学卒後６年以上の医師。
　磁気共鳴コンピュータ断層撮影（ＭＲＩ撮影）

３　院長代理 月額　150,000円

1回　3,000円

５　診療部長

待機業務

１　医療職給料表（１）の適用を受ける職員が正規
　の勤務時間外に、緊急の医療業務に従事するため
　に待機を命じられたとき。病院外での待機の場合

医師研究業務

１　院長

月額　180,000円

1回　6,000円

１　院長、副院長及び顧問

医師職務手当

４　副院長

１　医療職給料表（１）の適用を受ける職員が臨床
　研修医（医師法（昭和23年法律第201号）第16条
　の2第1項の規定による臨床研修を受けている医師
　をいう。）の指導に従事したとき。その他の医師

日額　300円

公衆衛生活動手当

１　医療職給料表（１）の適用を受ける職員が、他
　団体等の依頼に基づき健康診断、健康相談、予防
　接種、医療指導等に従事したとき（当該他団体等
　から報酬等（報酬その他いかなる名称であるかを
　問わず、当該健康診断、健康相談、予防接種、医
　療指導等の業務の対償として受けるすべてのもの
　をいう。）が支払われていない場合に限る。）。

日額　2,000円

1回　500円

２　医療職給料表（２）及び（３）の適用を受ける
　職員が正規の勤務時間外に、緊急の医療業務に従
　事するために待機を命じられたとき。病院外での
　待機の場合

1回　1,000円

月額　200,000円

1回　300円

栄養指導業務手当
１　医療職給料表（２）の適用を受ける職員が栄養
　指導業務に従事したとき。 1回　200円

講演等講師手当

１　医療職給料表（１）の適用を受ける職員が、他
　団体等の依頼に基づき研修会、講演会等を行った
　とき（当該他団体等から報酬等（報酬その他いか
　なる名称であるかを問わず、当該研修会、講演会
　等の業務の対償として受けるすべてのものをい
　う。）が支払われていない場合に限る。）。

日額　5,000円

医師研究手当

２　顧問 月額　200,000円

種別 手当の名称 勤務内容 支給単価

病院手当

服薬指導業務手当
１　医療職給料表（２）の適用を受ける職員が服薬
　指導業務に従事したとき。
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和2年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

　  　　総職員数（管理職員等制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（令和３年４月１日）

円

円

円

円

円

円

円

一般行政職
の制度と異
なる内容

102,945千円

7,969 千円

同

管理又は監督の職にある職員に月額36,000円～
140,000円を支給

異

75,939

25,340 千円

配偶者 6,500円

借家・借間を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支
払っている職員に支給（限度額　28,000円）

休日等において正規の勤務時間中に勤務した職員に支
給（勤務1時間あたりの給与額×135/100×時間数）

一般行

の異同

20,280

手　当　名 内容及び支給単価

異

管理又は監督の職にある職員が臨時又は緊急の必要
性等を有する業務のため、
　・週休日又は休日に勤務 6,000円～12,000円支給
　・平日深夜0時～5時まで勤務 3,500円～6,000円支給

27,804

17,390

制度と

182,919

2,960 千円

221,358

684,865

千円

支給職員

12,669

扶養手当 26,810 245,965

満16歳以上22歳までの子については5,000円加算

宿日直手当 宿日直勤務を命じられた職員に支給 同

171,416

職員１人当たり平均支給年額(平成31年度決算）

千円

（2年度決算）

140,929

支給実績

726

6,500円

１人当たり

単身赴任手当
異動に伴って転居し、やむを得ない事情により配偶者と
別居して単身で生活する職員に月額30,000円（距離に
応じて加算措置あり）を支給

同

ア交通機関（電車・バスなど）利用者

円

上記以外の扶養親族

休日勤務手当

夜間勤務手当

医療職等の
支給単価

同

平均支給年額（2年度決算）

円

千円

子 10,000円

248,412

　　６か月定期券などの実額
　　　（支給限度額1月あたり　55,000円）

イ交通用具（自動車・バイクなど）利用者
千円

管理職手当

管理職員特別勤
務手当

通勤手当

住居手当

同

0千円0

支給実績(令和2年度決算） 120,836

職員１人当たり平均支給年額(令和2年度決算） 519

　　片道2km以上の場合2,000円～31,600円
　　　（13区分）

正規の勤務時間として午後10時から午前5時まで勤務し
た職員に支給（勤務1時間あたりの給与額×25/100×時
間数）

同

医療職等の
支給単価

政職の

同

支給実績(平成31年度決算）
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７　服務の状況

（1)職務専念義務免除の概要

　職員は、法律や条例に特別に定めがある場合以外は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを

その職務遂行のために用い、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の

遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければなりません。

　また、研修に参加する場合や厚生に関する計画の実施に参加する場合などには、あらかじめ

承認を得れば、職務に専念する義務を免除される場合があります。

（2)営利企業等への従事状況

　職員は、全体の奉仕者であり職務専念義務を負うことから、任命権者の許可を受けなければ、

営利企業等の役員等を兼ねることや自ら営利企業を営むこと、その他の報酬を得ていかなる事

業又は事務に従事することはできません。

　令和2年度の従事許可の状況は次のとおりです。

（3)名張市職員倫理規程

　職員の職務に係る倫理の確立及び保持に関する必要な措置を講じることにより、市民の疑惑

や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する市民の信頼を確保することを目的に、名

張市では平成20年8月に名張市職員倫理規程を策定しました。

　倫理規定　倫理行動規準　抜粋

・職員は、市民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、常に公正な

　職務の執行にあたらなければならない。

・職員は、法律又は条例若しくは規則等により与えられた権限の行使に当たっては、当該

　権限の行使の対象となる者から贈与等を受け、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行

　為その他職務の執行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招くおそれのある行為をして

　はならない。

・職員は、公務外においても自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとと

　もに、常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

件数

0

0

20

区　　　　　　分

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団
体の役員その他規則で定める地位を兼ねている者（団体役員等）

自ら営利を目的とする私企業を営んでいる者（不動産賃貸等）

報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事している者（調査員等）
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１２　公平委員会の業務の状況

（1)勤務条件に関する措置の要求の状況

　該当なし

（2)不利益処分に関する審査請求の状況

　該当なし

（3)その他市長が必要と認める事項

　該当なし
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